
8

第1章　特集「途切れることのない必要な支援」

再被害防止のための連携第２節

多くの犯罪被害者等は，被害に遭ったこと
により，生命，身体等に重大な被害を受ける
のみならず，加害者からの更なる被害ないし
は更なる被害を受ける恐怖，不安に苦しめら
れる。再被害が現実になった場合には，より
重大な結果が生じることもある。再被害に対
する恐怖や不安は，犯罪被害者等の回復を妨

げる大きな障害となり得るものであり，犯罪
被害者等が再び平穏な生活を取り戻すために
は，関係機関が連携して，再被害防止のため
の取組を適切に進めていくことが必要であ
る。
ここでは，関係機関等の連携による再被害
防止のための取組について紹介する。

	１	「再被害防止要綱」に基づく再被害防止措置と出所情報通知制度

⑴　警察においては，「再被害防止要綱」に
基づき，同じ加害者により再び危害を加え
られるおそれのある犯罪被害者等を「再被
害防止対象者」に指定し，再被害防止のた
めの関連情報の収集，関連情報の教示・連
絡体制の確立と要望の把握，自主警戒指
導，警察による警戒措置，加害者への警告
等の再被害防止措置を実施している。
これらの再被害防止措置の実施に当たっ
ては，関係機関が密接に連携しており，法
務省においては，犯罪被害者等が加害者と
の接触回避等の措置を講じることにより再
被害を避けることができるよう，出所情報
通知制度を実施し，警察から再被害防止措
置上必要とする受刑者の釈放等に関する情
報の通報要請があった場合，通報を行うの
が相当であると認められるときは，受刑者

の釈放等に関する情報（自由刑の執行終了
による釈放予定と予定年月日・帰住予定
地，仮釈放による釈放予定と予定年月日・
指定帰住地等）を通報している（P54【施
策番号70】，P58【施策番号77】参照）。

⑵　また，警察においては，子供を対象とし
た暴力的性犯罪により刑事施設に服役して
いる者の出所予定日，出所後の帰住予定先
等の出所情報について，平成17年6月から，
法務省から提供を受けている。出所者の更
生や社会復帰を妨げないように配慮しつつ，
犯罪の予防等への活用を図り，運用状況を
検証して制度の見直しを経て，23年4月か
ら訪問による所在確認や同意を前提とした
面談を取り入れるなどの再犯防止措置を
行っている（P55【施策番号71】参照）。

	2	 配偶者等からの暴力事案への対応

配偶者等からの暴力事案については，配偶
者暴力相談支援センター，警察，児童相談所
等の関係機関が連携している。配偶者等から
の暴力被害者の保護と支援については，関係
機関相互の共通認識・総合調整が必要不可欠
であることから，厚生労働省においては，連
携を強化するためのネットワークの整備に係
る費用を，各都道府県に補助している。
具体的には，配偶者暴力相談支援センター
では，配偶者からの暴力被害者の相談，保

護，自立支援において，警察や福祉事務所等
の関係機関との連携を図るため，連絡会議や
事例検討会を開催するとともに，事例集や関
係機関の役割等の内容を掲載したパンフレッ
トを作成し，関係機関に配付している（P59
【施策番号81】参照）。


